
Title 室町時代の経済史的事実の一端
Sub Title
Author 松本, 彦次郎

Publisher 三田学会
Publication year 1912

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.6, No.3 (1912. 7) ,p.569(189)- 576(196) 
JaLC DOI
Abstract
Notes 雑録
Genre Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19120700-

0189

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


:

雜

:
M

:

念
.u
''
<
kれ
ば
貨
物
.KT
輿
馨
す
る
諸
#
力

は1

般
的
代
價 

.平
準
に
影
響
す
石
こ
と.旣
述
の
如
し
、.
8

^

,

1:

般
的 

物
價
平
準
ょ
6
個
々
，の
代
價
.に
論
及
す
.る
は
誤
れ
6

、':
'
, 

予
to
後
者
.は
前
者
を
算
出
す
る
の
基̂

6

6と
主
**
1
丸 

.る
？
.の
^

6。
：
：

.

ジ
ヨ
ン

y

ン
敎
授
は
予
於
代
價
の
比
に
於
讨
る
貨
物

の
侧
に
影
響
を
及
す
諸
勢
力
は
物
價
に
影
響
す

i

云
：へ

る
は
誤
れ

6

と
言
は
れ

*

れ
ど
％
そ
は
恐
ら
く
は
貨
勿

の
生
產
販
寶
金
融
等
に
影
響
す
ベ
き
諸
條
件
は
物7!
に

せ̂

i

の
意
に
は
あ
ら̂

ら
ん
、
然
ら
すi

ば
農

產
物
の
代
價
は
如
何
に
し
て
說
明
せ
ら
る
べ
き
か

o
?

は
前
論
に
於
て
金
と
貨
物
及
そ
の
代
價
と
の
關
係
を

%

b

た
ろ
、
我
國
，に
於
て
は
貨
物
交
換
に
金
を
使
用
す
る

こ
'と
少
く
從
つ
て
物
價
と
我
國
に
於
け
る
交
換
媒
具
と

0

關
係
は
實
際
に
省
.赂
せ
ち
れ
女
る
名
然
彳
代
價
形
成

の
徑
路
は
實
際
上
銀
行
に
ょ
る
交
換
媒
具
の
發
生
に
先 

だ
つ
名
の

.な
-'C

N
O

養

.

フ

ィ

y-
-
•

ヤ
-

I

I
 

-

予

は

某

氏

の

云

へ

石

が

-^
く

方

程

式

の

背

後

に

隱

る 

| 

く

の

意

思

な

き

名

の

な

れ

と

ぢ

然

名

拙

著

『

貨
幣
の
，購 

.一
買
力

』

に
避
難
す
る
を
必
要

i
認
む
、
短
辟
間
內
に
は 

一
充
分
に
答
辯
し
得
次
る
程
多
數
の
質
問
を
受
け
而
し
て 

•
之
等
の
質
問
は
悉
く
該
書
の
中
に
說
明
^
れ
あ
る
を
以 

て
f

、
例〈

«'
タ
ウ
シ
ツ
ダ
敎
授
の
指
摘
S
れ
ゼ
る 

如
く
過
渡
辟
代
に
於
て
は
丁
の
增
進
は
,
の
增
進
，の
原 

一
因
*
3

ベ
'き
乙
と
に
關
し
て
は 
一
|
を̂
割
き
た
6
、
方 

程
式
自
身
は
何
れ
が
原
因
な
る
於
を
示
さ
岁
と
雖
^
^

|

1

ヵ
方
程
式
に
於
け̂

受

傲
的
の
項
な
.る
こ
と
は
該
書
に 

..
よ

6

て
明
に
知6

得

べ

し

。

猶
M

i

Mと
の
關
係
の
外
に
更
に「

T
の
增
加
は
そ 

|

れ

於
1
A當
6
の
增
加
な
る
限
ろ
は
ヤ
及
デ
の
增
咁
を 

來
す」

とS
ふ
：

一

の
因
果
關
係
あ
6
、
之
に
就
C
は
铳 

計
的
及
演
緯
的
の
證
明
名
あ6
、
而
し
て
貨
幣
數
量
說 

に
は
何
等
の
影
響
を
？
及
ぼ
さ
す
。

(

完
一

. - - - --

,

室
町
時
代
の
經
濟
史
的
事

.
賞
の
一
端

I 

松

本

彥

次

郧

>

建
f

興
の
際
狻
醍
_
天
皇
は
f

の
土
木
事
業
を 

M
し
給
ひ
し
結
果
財
政
紊
亂
を
來
し
、
救
濟
法
の

一

と 

し
て
不
f

幣
を
發
行
し
給
ひ
し
事
は
史
家
の' 1

致
す 

る
所
な
れ
ど
名
經
濟
史
の
立
場
よ
ろ
之
を
論
ず
る
名
の 

|
る
-.
?
:
_//
>
岁
0
建
武
中
興
は
王
.政
復
古
に
し
て
政
治 

.;

.
:上
墓
化
に
は
意
義
あ
る
？
之
を
經
濟
史
上
：よ6
論
ず 

れ
ば
鎌
倉
及
室
町
兩
脖
代
に

i
-
R

好

-
^
文

藝

美

術

史

に
 

:於
七
？
過
渡
期
な
石
如
く
經
濟
史
に
：於

V
?

過
渡
期
の
. 

.あ
る
期
陬
t
る
.に
過
ぎ
^
。
建
武
.の
中
興
'は
幕
府
の
手 

に
あ
.
6し
政
權
は
再
天
皇
に
歸
し#
-
0し
點
に
於
て
.は
. 

大
な
る
變
化
な
れ
ど
^
武
家
制
度
を
大
體
に
於<
破
壤
：
' 

-

し
鈴
は
岁
割
合U

保
存
し
紿
へ
6
鎌
倉
脖
代
は
幕
府
の，
.

鎌

倉

-l
c
あ
る
2

^
ふ
點
よ
；
せ
は1

賭
代
を
«1
す
-

SJ

雖
.1 

18
9

此̂
脖
代
^
は
—

^

る̂
^

^

^

^

^

^

^

^

れ
^
^
* 

雜 

錄
ハ

.
な
6
。
鎌
倉
は
大
名
集
合
の
地
と
しy

A家
漸
く
殖
為 

.
潜
川
の
.S'
ぐ
由
井
ヶ
濱
.の
方
面
に
高
家
軒
を
並
ぶ
.る
に 

j

及
び
幕
府
.の
法
令
は
經
濟
の
方
面
に
關
す
る
？
の
漸
く 

多
く
。.貸
借
土
倉
に
關
す
石
規
定
の
姐.き
漸
く
顋
繁
に
. 

出
づ
■る
に
至
ろ
し
ほ
注
貝U

値
す
。
1
來
商
業
地
把
る 

敦
賀
奈
良
太
宰
府
京
都
の
如
き
か
な
：レ
.發
達
せ
る
都
府 

f

に
相
違
な
け
れ
と
ぢ
此
等
都
府
間
相
苴
の
關
係
は 

交
通
の
不
便
よ
6
思
の
外
親
密
な
ら
ず
。
奈
良
よ6
敦
ヘ 

賀
に
物
買
ひ
に
行
き
し
な
ど
多
少
の
連
絡
な'きU

あ
ら 

岁
と
雖
ぢ
各
都
府
殆
獨
立
せ
る
姿
な6
と
見
て
大
_
な
，
 

於
ら
む
。
唯
關
東
に
於
て
鎌
倉
の
繁
盛
は
政
治
上
め
中 

心
點
な
6
し
丈
京
都
の
連
絡
名
前
代
と
異
な6
漸
く
多 

き
.を
加
へ
唐
物
i
稱
しV

盛
に
太
宰
府
武
庫
の
.外
國
貿 

易
品
の
.珍
重
せ
：ら
れ
商
賈.の
之
に
.從
事
す
る
多
の
出
で 

t

隨
て
一
般
商
人
の
往
復
名
频
繁
に
な6
し
な
.ら
む
0(

庭
：
 

訓
往
來)

建
武
中
興
に
楮
幣
を
發
行
せ
し
は
信
用
發
達
の
て
階.

.
潞
と
見
る
：べ
'§名

の
に
し
て
：此
の
發
達
は
我
經
濟
史
上

五
大*



.
V
^
S
A
H
S
H
^
^
E
M
n
H
^

n
.
f
t 
a
r
,
i 
iip.} 
J 
H
I
.
.

i

錄

.決
し
て
-輕
視
及
|
身

ま
.'
*

$穿
？
.：祿
&
覷
以
來
屢
々
.政 

.府
保
護Q:
下
に
漸
く
流
通
の
度
を
高
め
つ
ゝ
あ

K
?

貨
幣 

の
如
き
？

一
 
般
民
間U

廣
か
6
し
滕
期
を
い
つ
に
4
く 

ベ
き
か
は
大
な
石
疑
問
な
れ
ど
名
今
甘
殘
れ
る
文
書
の
：
 

'多

く

：に

徵

す

る

に

北

條

氏

の

.權

カ

を

得

つ

、

あ

る

辟

期
 

パ

と

推

定

し

て

大

な

る

，誤

な

し

^
信
ず
。
建
長
五
乍
十
月 

4

1
旦
西
僧
千
：1一
百
丄
ハ.十
三
年)
幕
贬
は
A 
ロ
«
t(
l
の 

.
紀
果
鎌
倉
內
の
薪
炭
の
償
格
騰
貴
を
憂
へ
て
法
定,1
格 

t
 

T 

S
ん
と
せ
，ル
は
貨
幣
經
濟
發
達
の
好
例
に
し
て
貞 

4
永
式
目
以
下
は
質
に
關
す
る
規
定
ょ.
0言

电

,|
濟
こ
 

,.

關

す

る

名

の

，
な

き

名

式

目

新

編

追

加

を

年

代

追

ふ

て

之

. 

■:
を
見
れ
ば
其
發
達
の
徑
路
の
明
か
に
す
る
を
得
べ
し
。 

へ
殊
に
弘
安
永
4
4の

前

後

'
に

か

け

て

物

價

叉

は

資

借

に

關
 

“す
る
法
令
の
頻
繁
^
出
づ
る
は
如
何
な
る
理
由

y

基
く 

か
？
、
文
永
ょ
6
弘
安
に
於
け
<
蒙
古
は
屢
々
西
海
に 

寇
し
幕
府
は
之
が
防
備
に
汲

i々
し
て
其
費
用
？
■

て
. 

莫
大
に
し
て
國
家
經
濟
に
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
しfc
る 

は
論
を
俟
龙
梦
。
物
價
の
如
き
名
騰
賫
か
下
落
か
下
明

§
0

「

な
る
劣
其
變
調
の
過
激
な
る
に
細
芪
困
窮
の
極
ぶ
達
し 

こ
れ
舣
救
濟
策
と
し
て®
旨
升
一
.珥
に
つ
令
錢
百
.文
と 

.
_規
定
せ
太
東
寺
執
行
！！1記)

こ
れ
貨
幣
經
濟
の
旣
に
多 

少
發
達
し
届
ろ
^
る
の
說
左
と
見
る
を
得
べ
し
。
永
仁 

•五
年(

西
曆
千I1

百
九
十
七
年)

の
慕
府
の
評
定
を
基
と 

し
把
る
喜
祿
一
一
年

(

千
一
二
百
一
一
十
六
年

)

正
月
ー
一
十
六
口 

發
布
の
法
令
は
替
錢
と
て
今
の
爲
替
に
關
す
る
事
を
規 

定
せ
6 (

式
目
追
加)

今
日
現
存
せ
る
は
爲
替
手
形
は
比 

永
<-
:
元
年(

西
曆
千
1ー
百
九
十
三
年)

の
2
の
最
$
古
く 

則
ち
鎌
倉
よ
6
凉
都
に
振
出
せ
る
名
の
に
し
で
、
金
高

0 

雨
替
店
。
割
符
な
ど
の.金
融
機
關
は
此
頃
よ6
年
を
苣
. 

ふ
て
發
展
し
杧
る
な
ら
む
。
室
町
幕
府
惡
政
の
一
と
し 

.て
あ
げ
ら
れ
允
る
德
政
の
如
き
中
田
薰
氏
の
說
の
如
く

 

文
永
前
後
に
發
し
て
永
仁
年
間
に
其
弊
害
甚
し
く
中
田 

氏
引
用
の
東
寺
百
合
文
書
最
名
上
く
之
を
議
す
る
に
似 

允
6
。
德
政
の
惡
法
令
fc
る
は
云
ふ
i
で
名
な
け
れ
ど 

S
此
法
令
の
出
で
し
は
經
濟
の
亂
調
を
示
せ
る
；̂
の
に 

し
て
單
に
慕
府
の
.罪
の
み
に
歸
す
べ
か
ら
岁0
此
水
仁

頃
は
_
用
陘
濟
の
發
達
>
見
る
べ
き
重
大
の
年
代
に
，じ

め

其

境

場

漸

く

嚴

重

.に
な
6
.し1
例
と
名
見
る
べ
き
名 

\ 

て
^
政
と
之
を
連
關
し
杧
ム
文
書
多
し
。t'
れ

に

よ

み

の

に

し

，て
鎌
倉
慕
府
以
來
將
軍
の
下
に
住
し

V

幕
府
所
'

1 

.

此
塘
1
を
貨
幣
經
濟
の
發
達
よ6
信
用
經
濟
に
進
み
.つ

I

在
她
繁
盛
を
助
け
し
大
名
の
邸
宅
を
留
守
に
し
守
護
職 

〒 

つ
あ
る
徑
路
と
見
て
可
な
ら̂

か
。

*
る
其
本
國
に
歸6
て
經
濟
上
の
獨
立
を
許6
、
細
B
 

.

一

弘

安

後

に

於

け

る

鎌

倉

幕

府

は

敗

政

紊

亂

の

結

果

收

斯

波

畠

山

の

管

領

す

ら

室

町

幕

府

財

政

缺

乏

の

結

果

其

. 
i

 

一：

'
斂
を
重
ね
遂
に
北
條
氏
の
滅
亡
を
來
せ
る
は
推
齡
と
し
獻
金
の
多
き
？
の
に
其
勢
力
を
奪
は
る
、
に
至
れ

1
。

I 

〈

て
は
可
な
ら
む
％
經
濟
史
眼
を
以
て
具
體
的
に
之
2:
.

發

I

大
內
氏
の
山
ロ
に
於
て
支
那
貿
易
の
特
權
を
得
將
軍
よ 

一
 

.：表
せ
る
名
の
殆
な
き
は
我
歴
史
の
大
缺
點
な6
0
:室

町

.
6特
別
の
恩
惠
，

V

受
け
其
勢
三
管
領
の
上
に
あ6
從
來 

で
 

/

幕
府
に
至
6
て
は
諸
侯
漸
く
獨
立
し
。
臨
赌
の
土
木
に.

外
國
貿
易
は
對
島
の
宗
家
ゎ
特
權
在6
し
於
今
や
大
內

は
段
錢
を
課
し
。
高
麗
來
聘
に
對
ず
る
液
道
其
他
の#

.
氏

は

.®
府
の
令
に
よ
6
宗
家
と
對
抗
す
る
や
宗
家
は
之 

I. 

.用
を
役
錢
と
て
課
せ.し
は
康
富
記
に
明
な6
。
河
手
*• 

|

1C
對
しV

競
爭
せ
次
る
を
得
^
る
に
至
6
°
義
11
の
陶 

ニ 

•律
泊
、
：
市
律
料
の
渡
河
入
港
關
视
の
何
の
收
人
に
な
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痛
m
隙

顯

m

i

I

m

錄

s
.

て
外
國
貿
易
を
營
み^
る
な
-
0
,
と
の
.ご
l
g
±̂-
及
渡
® 

學
士
の
說
は
®
說
10
1歩
を
進
め
把
ふ
^
ゲ
。
然
れ
.ど 

•
名
外
鼯
實
易
に
上
ろ
て
果
し
て
幾
何
か
敗
政..

Q

窮
2
は 

救
は
れ
允
る
か
之
を
數
字
統
計
の
上
に
推
論
を
試
み̂ 

わ
ば
全
し
.と
云
ふ
べ
か
ら
*
。
此
種
の
撕
究
は
：#
門
の 

經
濟
的
智
識
を
有
す
る
に
あ
ら̂
れ
ば
日
本
の
史
家
の 

能
f

る
所
f

、
唯

余

絮

究

の一.

端
を
示
せ
ば
義 

‘
«
の

奢

侈

の

'好

例

と

し

て

引

か

れ

杧

る

金

閻

寺

の

費

用
 

名
臥
雲
日
件
錄
に
明
な6

0支
那
貿
易
*
の
隻
數
i
其 

.貿
易
^
の
.如

き

;

暗

夜

に

手
^
;ぐ
A
す

.
る

受

不

明

の

名
 

の
.に
あ
ら
.岁
。
之
を
此
#
代
の
文
書
に
ょ
6
物
價
の
高 

低
の
略
表
を
作
6
、。f

價
と
正
貨
輸
入
の
關
係
を
論
チ 

れ
.ば
支
^
^
易
0.
.
意

義

始

め

て

ま

ヂ

る

に

至

る

べ

し

。 

足
利
塘
代
の
.末
頃
の
^

P

の
な
れ
ど
ゼ
甲
斐
妙
法
寺
日記 

0
如
き
は
數
十
年
に
亘6
て
物
價
の
高
低
を
論
ヒ0
渡 

靈
祐
历
亦
文
書
に上

.，O

て
其
著
室
町
赌
代
史
に
勿
賀 

の
例
を
.示
せ
る
を
見
て
名
此
硏
究
必
し
免
不
可
能
な6 

i
云
ふ
べ
か
ら
岁
。
永
藥
錢
輸
入
と
我
日
本
鋳
造‘のg

K
七II

錢
i
相

並

び

.
行

は

れ

其

評

價

は

法

®
價
條41 ,

せ
む 

と
幕
府
.の
頻
に
つ
と
む
る
所
な6
と
雖
も
啟
貨
な
る
昶 

樂
錢
は
騵
逐
せ
ら
れ
て
惡
貨
の
震
.の
み
多
く

f

て 

グ
レ
シ
ャ
ム
法
原
則
を
證
明
す
と
は
渡
邊
學
士
の
說
な 

6 (

室
附
塘
代
史
六
六
ニ
頁) 

•

.然
6
と
雖
名
室
町
辟
代
に
於
け
る
鏢
錢
鑄
高
の
如
何 

を
推
量
す
る
能
は
^
る
今
日
.の
拼
究
に
於
て
は
汾-I
M
の 

高
低
に
對
し
.て
何
等
の
斷
案
を
下
す
能
は
支
。
元
祿
嗶 

代
惡
貲
鑄
藤
の
高
は
良
價
ょ6
遙£

多
き
爲
め
物
費
の 

騰
貴
を
來
し
、
外
國
質
易
に
大
影
響
を
及
ぼ
し
て
朝
奪 

日
本
の
賀
易
商
-
<其
數
を
馘
岁
.ふ
s

f
し
事
a
殿
錄 

に
明
な
6
。
然
る
に
妙
法
寺
記
に
ょ
れ
ば« 0
||
0
卽
永
樂 

錢
驅
逐
の
結
果
却
て
物
價
の
下
落
を
來
せ6

と
米
麥
の 

價
格
は
十
文
七
十
文
と
記
せ
る
ょ6
せ
ば
永
正
元
货 

兩
滕
代
の
經
濟
事
情
の
此
較
研
究
最
彳
越
味
ぁ
る
ベ
き 

に
渡
邊
氏
は
グ
レ
シ
ャ
ム
法
則
な
る
一
部
に
限6
«
濟 

史
と
名
云
ふ
：ベ
き
室
町
辟
代
全
體
に
亘6
經
濟
史
眼
を 

似
て
せ
ず
。
他

に

論

及

し

^

&

辟
代
の
經
濟

193

に
對
し
て
殆
ん
ど
論

'卞
る
な
し
と
評
せ
ら
れ
て

g
仕
方 

な
か
る
べ
し

0(

幕
府
の
財
政
德
政
粗
桃
な
ど
經
濟
の
方 

面
に
多
く
の
材
料
を
供
給
せ
し
氏
の
勞
仗
多
と
す
べ
き 

ざ
グ
レ
シ
ャ
ム
.法
に
關
す
名
外
經
濟
論
な
く
記
述
に
止 

め

何

と

な

く

不

統

一

の

威

ぁ

土

.

\
寺
院
は
日
本
の
經
濟
史
上
重
要
の
地
位
を
占
む
ベ
き 

は
何
人
？
推
測
し
得
る
所
な
る
に
枸
ら
ず
莊
蘭
の
硏
究 

■•
«
は
る
、
に
反
し
寺
院
の
挤
究
に
及
ば
次
る
は
莊
蘭
研.
 

究
の
不
完
金
な
る
を
示
す
に
业
爻
る
な.り
。
莊
菌
の
硏 

究
名
此
赌
代
を
閑
却
し
の
み
な
ら
す
天
龍
寺
船
の
性
質 

特
に
外
形
に
つ
い
ズ
思
を
こ
ら
す
人
ぁ
れ.ど
％
此
等
貿 

易
*
を
出
ず
寺
家
經
翁
に
注
目
を
狒
は
穸o
經
濟
史
の 

缺
損
をS

つ
補
ふ
.ベ
き
名
見
え
ぬ
は
甚
だ
遺
慽
の
至
な.

物
價
の
騰
貴
を
防
ぎ
平
衡
を
保
^
む
と
せ
し
は
幕
府 

代
々

•の
方
針
な

6
。
商
業
名
充
分
發
達
せ
岁
商
人
の
數

'
 

g
少
叹
匕
之
を
取
締
る
に
容
易
な
る
峙
代
は
兎
％
角
商 

業
の
發
展
と
共
に
信
用
經
濟
の
赌
代
に
入
れ
ば
幕
府
の

雜

ー

-
錄

-

法
令
g
或
る
度
贪
で
よ
6
以
上
に
行
は
る
、
名
の
に
あ 

ら
す
。
應
て
幕
府
と
の
關
係
の
如
き
々
單
.に
之
を
取
締 

^
る

と

云

，
ふ

傭

單

な

る

形

式

的

永

^
的
に
つ
：
t く
べ
き
名 

の
に
あ
ら
尹
。
社
會
經
濟
の
進
步
は
物
價
騰»•
■
の
原
因 

を
單
純
な
る1

ニ
の
條
件
に
歸
せ
し
む
る
能
は
ず。

® 

德
一一

年

(

千
三
百
三
十
年)

k

月

卞

旬

の
*
o價
臘
* o 

は
塒
候
不
順
の
爲
榖
物
不
足
の
故
に
あ
ら
^
。
此
兩
三 

年
豐
年
_な
る
に
抅
ら
卞
米
價
騰
貴
せ6
。

其

原

因

^

以 

て
商
人
.の
，利
澗
を
貪
ぼ
る
弊
に
歸
し
、'天
下
飢
1C
苦
し 

j

む
を
以
て
.
«
は̂
ニ
^
|1
|
/に
特
別
に
東
胃
71
?
を
立
<
商 

實

を

呼

び

よ

，せ

«-
1
せ

し
1]
»

る

に

諸

人

喜

悅

の

思

を

な
 

し
群
集
す
る
事
誠
の
市
の
如
し
と

(

東
寺
執
行
日
記) 

是
定
期
の
市
場
に
於
け
る
商
人
は
藉
府
よ6
將
別
の 

保
護
を
ぅ
け
。
其
他
幕
府
は
此
等
の
商
人
よ6
何
等
か 

I 、

の
ロ
實
に
金
米
を
絞6
取
6
し

如

し

。
.
.
^
れ

ば

商

人

共
 

•は
！
に
同
盟
し
て一

種
の
姐
合
を
作
6

A爲
的
に
米
價 

の
騰
貴
を
雜
持
せ
む.と

せ

し

を

幕

府

は

.
ニ

條

町

に

新

市 

場
を
建
て
從
來
の
市
場
の
特
權
を
無
視̂y

自
由
競
爭

五
七
三



Vペシ

mf.

錄

|

を
な
さ
し
；

§
以
て
米
價
の
下
落
K
v?t
6
し
は
頗
る
英
斷
. 

な
ろ
と
云
は
次
る
を
得
穸
。
室
町
將̂
と
商
人
と
の
關
. 

係
は
歐
洲
封
建
諸
候
'の
其
收
入
を
得
む
と
し
て
城
內
夂 

は
廓
外
の
商
人
に
對
し
て
特
權
を
與
へ
し

/i

我
室
町
慕 

府
と
苽
西
市
場
の
關
係
は
特
權
を
與
へ
之
に
よ
ろ
て
慕 

•
府
の
收
入
を
計
る
點
に
於
東
西
一
致
せ
云
ふ
を
得 

.
べ
し
。
it
倉
^
代
の
座
は
槪
ね
商
人
取
締
の

j

方
の
.み 

な
•り
し
に
室
町
勝
代
に
は
幕
府
財
政
缺
乏
の
結
果
充
分 

商
人
に
壓
迫
.を
加
ふ
る
能
は
次
み
點
に
於
て
大
に
經
齊 

進
歩
の
相
違
あ
6
。
 

, 

'

.

.應
永
六
年(

千
四
百
年
頃)

四
月
十
三
日
に
於
け
る
西 

京
の
佳
人
と
洛
陽
の
酒
屋
と
の
間
に
葛
藤
あ6
0,
從
來 

造
酒
專
寶
梭
は
洛
陽
の
民
の
み
之
を
有
せ
し
に
#
申
よ 

,.
6
西
京
の
段
新
に
特
許
を
得
酒
麴
を
作6
し
に
。
洛
陽 

:■
:
:
:
則
東
京
の
酒
屋
土
藏
の
輩
飾
訟
に
及
び
、
剩
へ
山
門
を

■ 

味

方

と

し

て

强
|^
せ

し

故

造

酒

の

權

再

苽

京

の

み

の

手
 

に
歸
す
べ
き
か
の
風
聞
あ
る
よ6
西
京
の
拔
や
け
を
« 

し

て

其

近

邊

を

へ

し

如

き(

康
富
記)

如
甸
に
造

五
七
四

酒
の
裹
贾
i
其
組
合
强
刷
の
組
織
と
新
に
商
質
ど
得
む. 

と
す
る
.名
此
組
合
に
に
ら
4
る

、
以

上

商
：：

貝

殆

不

可

能 

な
.̂
を
證
し
て
餘
あ
6
と
一
政^
べ
し
。
Jt
時
代
の
^

\

に
し
て
富
豪
i
ff
i
へ
>
b.る
ベ
き
3

の
酒
屡
>)

土
倉
則
質 

屋
な
-
0
0

此
偫
代
の
富
豪
と
幕
府
の
關
係
は
經
濟
上
餘
程
祓
雜 

に
な
6
。’幕
府
威
令
％
漸
く
行
は
れ
次
る
に
至
れ6
.。 

德
令
は
蒜
府
財
政
の
困
窮
を
暴
露
せV
Q 

$の
に
し
て
其 

の
威
力
を
以
て
商
人
を
抑
へ
付
け
ん
と
の
高
.壓
手
段
に 

す
ぎ
ず
。
^

に
於
け
る
幕
府
の
弱
點
は
天
下
.一
般
に 

德
政
を
出
し
、
個
人
の
偾
務
關
係
を
絕
滅
す
る
の
手
段 

は

一
方
偾
務
者
を
保
護
し
て
債
權
者
を
抑
へ
窮
民
を
救 

濟
し
輿
負
檐
を
輕
く
せ
し
む
べ
く
裝
へ
て
其
實
奪
の 

負
僙
->
免
れ
む
と
す
る
巧
妙
手®

る̂
を
失
は
•
•チ
。
此 

德
政
に
ょ
6
.て
損
害
を
蒙
る
は
富
«
と
中
以
上
の
社
會 

の
み
。
南
北
朝
ょ
6
記
錄
に
注
意
す
べ
き
下
诞
上
の
思. 

想
は
遠
く
其
基
を
：武
家
の
勃
興

U
.

歸
し
、
藤
原
氏
な
る.

1

族
は
政
權
を
横
斷
し
て
我
國
の
進
步
を
妨
げ
し
に
對

.し
て
武
家
の
勃
興
姑
則
中
等
社
會
を
作6
出

し

一

般

人
4
仑

，
一

般

人

民

よ

A
排
斥
せ
ら
れ
^
る
か
將
又一

般
良 

民
の
.衍
動
を
促
於
し
杧
6
。
北
條
氏
執
權
の
卑
官
に
よ
民
に
伍
す
る
の
自
由
を
得
杧
る
す
疑
問
な
れ
ど
名
年
限 

て
6
て
天
下
を
，治
め
.し
如
く
一
般
人
民
は
天
皇
を
戴
き
一
付
の
奴
隸
の
如
く
名
見
ゆ
れ
ば

1

種
.の
解
放
i
見
做
し 

.

，
て

政
權
を
握
る
の
思
想
は
則
下
剋
上
な6
。
足
利
氏
.の
祀

る

方

穩

當

な

ら

む

％
知
れ
ず
、
德
政
の
影
響»
濫
6 

政
策
は
其
愚
や
及
ぶ
ベ
か
ら
次
る
名
の
あ6
と
雖
？

一
 

に
怠
惰
な
る
下
層
民
の
亂
暴
と
な6
富
豪
の
輩
を
襲
ひ 

i 

面
怪
我
功
名
の
點
な
き
に
な
ら
ず
。
吉
野
朝
延
を
苦
於
て
社
會
の
秩
序
を
大
に
紊
亂
せ
し
め
杧

6
。
群
雄
割
據 

一
 

.奉
4
し
天
罰
は
諸
侯
の
懷
柔
策
の®
弊
と
あ
ら
は
れ
。

■

K
足
利
將
軍
な
る
槪
念
を
離
れ
。一

般
國
民
の
活
動
を 

‘ 

.

.

.眨
下
に
し
て
心
服
す
る
名
の
な
く
十
三
代
通
し<
謀

叛

促

し

。
諸
雄
の
競
爭
は
平
茛
よ

6
出
て
天
下
を
統
一
せ 

，
の

歴

史.

M

終
4
し
な
6

0然

雛

4
人
民
.の

何

等

の

し

秀

吉

を

生

み

。
此
國
民
活
働
力
を
大
陸
に
延
；
ん
と 

「
〔 

息
惠
な
.き
足
利
氏
の
命
に
服
せ
次
る
事
は1
般
國
民
の
.せ
し
は
足
利
の
惡
政
治
に
對
す
る
國
民
反
抗
的
精
神
の 

 ̂

.

.

. 

活
動
を
促
し
^
る
ぢ
の
な
6
。
上
代
上
6
奴
僕
問
題
と
勝
利
な
々
。

,

f

.

.

し
<
大
に
硏
究
に
値
す
べ
き
奴
婢
の
寬
仁
頃

(

千
ニ
百
從
來
政
治
の
ー
中
心
を
離
れ
ズ
發
達
せ
し
都
府
は
殆 

| 

四
十
年
頃)

上
ち
漸
く
廢
れ
て
室
町
肺
代
に
其
跡
を
絕
ん
ど
な
く
敦
賀
博
多
武
庫
の
三
港
の
み
*
泊
と
し
て
繁 

一
 

ち
杧
る
は
社
會
の
1
'進
步
と
見
る
.べ
く
。
此
等
の
奴
獬
盛
せ
し
如
き
名
此
蹄
代
.に
大
に
繁
榮
を
極
め
し
泉
州
堺 

| 

.の
餅
作
民
と
し
て
奴
僕.の
境
遇
を
脫
し
得
^

6し
鎌
倉
一
の
如
く
.商
港
漁
港
と
し
て
政
治
を
離
れ
て
發
達
を
な
し

以
後
の
奴
媿
に
對
し
<
我
學
者
.の
ー
言
之
.に
及
び
な
き
，

應
仁
の
頃
堺
.に
宛
て
し
振
出
手
形
の
今
日
殘
る
を
見
て 

I

.-'
.

は
我
經
濟
皮
の
耻
辱
なA
と
云
は
^
る
を
得
梦
。
此
等
此
港
の
信
用
經
濟
の
發
達
を
見
る
ベ

i

大
內
氏
の
山 

| 

.

:
■
'
19
5

■の
奴
挪
は
或
は
穢
多
村
备
る
一
隅I
Pら
れ
て
明
治
雜
ロ
に
於
け
る
地
方
に
根
據
を
占
め
大
名
町
と
し

y

支
那

雜

：

錄

. 

五
'七矿
.
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雜
：

錄

.貿
易
町
と
し
て
急
速
の
發
展e
な
しo

北
.絛
氏
の
山
1
.

を
®
れ
平
原
に
城
®
を
雞
き
し
事
は
城
下
町
の
,
；盛
と

な
々
。-天
芷
八
年
家
康
江
戸
に
移6 
ニ
十
年
を
經
r
し

r
江
•戸
日
本
橋
の
中
央
に
永
樂
錢
禁
利
の
高
札
建
て
し.

负
き
幾
多
の
都
府
大
名
住
居
地
を
中6
と
し
て
大
發
展 

を
な
し
^

6
0

力
く
の
如
く
し
て
大
名
の
全
く
爆
方
に
土
着
せ
し
洁 

果
城
下
W
は
其
地
方
の
經
濟
の
中
心
と
な.

o

し
名
の
多 

<

o
此
等
の
中
心
は
交
通
の
發
達
と
共
に
其
往
來
の
頻 

繁
に
海
陸
交
通
の
，要
路
な
る
海
港,

P

亦
獨
立
發
達
せ
る 

f

o
國
氏
の
活
動
は
倭
寇
と
な6
此
等
の
倭
寇
^
筂 

:

海
賊
と
云
ふ
よ
ろ
？
冒
險
的
商
人
の
團
體
と
な6
大
に 

■我
海
國
浪
氣
焰
を
あ
げ
、
少
な
く！̂
日
本
を
東
洋
貿
易
一 

の
中
Vも
點
と
な
^
む
と
し
つ
、
あ
6
し
於
不
幸
に
名
領| 

國
令
は
再
國
民
を
束
縛
し
、
大
に
發
展
せ
ひ
と
せ
し
海 

外
貿
易
名
殆
ん
ど
衰
へ
只
海
外
の
刺
激
に
よ
ろ

y

內
地
.\ 

質
易
の
進
步
を
助
け
，̂る
に
す
^
^
。

戰
國
に
か
け
て
の
經
濟
史
に
つ
い
てS

つ
か
論
支
る

五
七
六

の
期
あ
る
ベ
し
と
！}l
u
^
o

.
室
町
滕
代
は
殆
經
濟
史
と
名
云
ふ
ベ
き

U

之
に
關 

す
る
.研
究
の
不
完
全
に
し
て
經
濟
史
家
に
と6
て 

意
義
な
き
$
の
多
し
。
.室
町
金
體
を
ま
と
奶
て
硏 

究
す
る
は1

生
の
事
業
と
し
て
名®
難
な
6

。
% 

論
文
は
別
に
系
統
的
に
論
苌
る
譯
に
あ
ら
玄
。 

&
來
研
究
の
不
完
全
な
^
幾
分
を
爾
へ
は
£
る
0 

‘

唯
余
於
將
來
碑
究
方
面
の
一
端
を
示
せ
る
と
日
記 

其
他
に
ょ

6
從
來
知
ら
れ
次

6
し
史
實
の
幾
分
を 

供
給
し

^

6
と
言
岁

3 

.

.

TtMsfcfsu 、 

>

米
國
都
市
委
員
制
度
の
特
徽 

杖

田

.岩

次

郞

植
民
地
滕
代
に
於
け
る
亞
米
利
加
の
都
市
に
在6
V 

1

般
に
採
用
せ
ら
れ
^
る
は
:̂
亂

^
品

1

1

-

5

1

1̂

泛

ョ
に 

しV

叉
之
^council s

y
s
t
e
m

と
名
云
ふ
0
固
よ
6

® 

育
市
當
勒
の
特
許
條
例
に
在6
て
は
市
長
は
州
知
事
の. 

選
任
に
依
6
、
市
會
議
員
は
市
民
之
を
選
擧
し*

6と 

雖
名
市
長
と
市
食
議
員
と«.
そ
の
行
政
的
權
限
.に
於
< 

運
庭
あ
ろ
し
に
あ
ら
ず
、
然
る
に
都
市
制
度
の
發
達
乂 

共
に
市
長
と
市
鲁
と
は
漸
次
分
離
す
る
に
至
れ6
。

一
 

八
ニ
ー
一
年
に
，至

6
て
市
長
名
亦
市
民
の
選
擧
に
依
る
の 

例
を
啓
き
し
が
其
權
限
は
恰̂P

合
衆
國
大
統
領
乃
至
州 

知
事
に
似
杧
るS

の
あ
6

、
市
會
の
決
議
に
對
す
る
拒 

否
權
を
$
有
す
る
に
至
れ
り
。
而
し
て
更
‘に
進
ん
で
は 

中
央
政
府
の
各
省
の
組
織
に
酷
似
，せ
.る
各
課
の
設
け
ら 

る
、
あ
6
、
其
の
各
課
の
長
亦
中
央
各
省
長
官r
似
て
.

97
市

會

の<< advice and consent 

:を
以
て
選
法
せ
ら
る

雜

錄

る
に
至
れ
ろ
。
斯
くV

十
九
®
紀
の
中
葉
迄
は
米
國
都 

市
の
施
政
は
全
く
合
衆
國
の
政
洽
組
織5:
-
其

儘

に

縮

寫
 

し
^
る
、が
如
き
觀
を
呈
し
杧
ろ
。
此
の
中
央
政
治
組
織 

の
藤
倣
は
終
に
市
民
を
滿
足
せ
し
む
る
能
は
ず
、
殊
に 

十
九
世
紀
の
中
葉
に
在
ろ
て
は
泜H
®
市
の
狀
態
甚
だ 

不
滿
足
な
る
そ
の
あ
6
し
が
ば
遂
に
市
政
の
變
革
を
促 

ず
に
至
れ
6
。
此
の
市
政
敗
萆
の
第
一
の
目
的
は
當
脖 

最
^

P

市
民
の
信
用
を
置
し
所
の
市
會
の
權
限
を 

縮
少
す
る
乙
.と
.に
し
て
、
第
二
は
市
長
を
市
會
ょ6
分
. 

離
獨
立
：せ
し
め
、
叉
第
三
に
は
十
九li
t
紀
の
半
ま
で
は 

市
の
事
務
と
■
.
さ
れ
^
る
事
®
に
對
し
州
政
府
の
支 

酡
權
を
認
め
ん
i
す
る
に
.あ
6
き
。
當
滕
の
市
の
各
課 

長
は
或
は
市
民
の
選
擧
に
侬6
或
は
州
知
事
の
任
命
に 

依
6
て
定
ま
6
し
似
魏
に
«
察
課
の
如
き
州
知
事
に
於 

<
課

-*
を

選

任

す

る

を

常
£,
し
^

6。
叉
多
く
の
場
合 

に
於
て
其
の
市
長
叉
は
州
知
事
の
選
任
に
依
る
と
市
民 

の
選
擧U

依
る
と
を
問
は
ず"B

o
a
r
d
,

を
組
織
し
其 

合
議
體
の
恒
外
性
に
基S

て
都
市
永
遠
の
政
策
を
確
立

.
五
七
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